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(1) 勤務時間について

勤務時間

職員が上司の指揮監督を受けて、原則としてその職務のみに従事

しなければならない時間

勤務時間

条例等に基づき勤務時間を割振られ

ている正規の勤務時間

超過勤務等、割振りによらない正規

以外の勤務時間

１ 公立学校の教育公務員の勤務時間等について



(1) 勤務時間について

【労働基準法】

第三十二条（労働時間）

使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を

超えて、労働させてはならない。

２ 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除

き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

第三十四条（休憩）

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少なくとも

四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩

時間を労働時間の途中に与えなければならない。

休憩時間…正規の勤務時間に含まれず給与の支給対象外

自由に利用させなければならない

（外出の場合は校長の許可制をとることも可能）
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(1) 勤務時間について

【職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例】

（徳島県条例第二十号）
第二条（一週間の勤務時間）

職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につ

き一週間当たり三十八時間四十五分とする。

第三条（週休日及び勤務時間の割振り）

日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。

以下同じ。)とする。（略）

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日に

つき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。（略）
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(2) 時間外勤務と教職調整額

【公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法】

第一条（趣旨）

この法律は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の職務と勤務態様

の特殊性に基づき、その給与その他の勤務条件について特例を定める

ものとする。

第三条（教育職員の教職調整額の支給等）

教育職員（校長、副校長及び教頭を除く。以下この条において同

じ。）には、その者の給料月額の百分の四に相当する額を基準として、

条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。

２ 教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給

しない。
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(2)時間外勤務と教職調整額

【公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法】

第六条（教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等）

教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合は、政令で定め

る基準に従い条例で定める場合に限るものとする。
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(2) 時間外勤務と教職調整額

【公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務

させる場合等の基準を定める政令】

１ 教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原

則として時間外勤務を命じないものとすること。

２ 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従

事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限

るものとすること。
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(2) 時間外勤務と教職調整額

【公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務

させる場合等の基準を定める政令】

２ 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従

事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限

るものとすること。

イ 校外実習その他生徒の実習に関する業務

ロ 修学旅行その他学校の行事に関する業務

ハ 職員会議に関する業務

ニ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要と

する場合その他やむを得ない場合に必要な業務

１ 公立学校の教育公務員の勤務時間等について

超勤四項目



(3) 公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン

○趣旨

限られた時間の中で、教師の専門性を生かしつつ、授業改善や児

童生徒等に接する時間を十分確保し、教師が自らの授業を磨くとと

もにその人間性や創造性を高め、児童生徒等に対して効果的な教育

活動を持続的に行うことをできる状況を作り出すことを目指して進

められている「学校における働き方改革」の総合的な方策の一環と

して制定するもの。

１ 公立学校の教育公務員の勤務時間等について

「指針」へ格上げ（令和２年４月１日施行）



１ 公立学校の教育公務員の勤務時間等について

①１か月の時間外在校等時間：４５時間以内
②１年間の時間外在校等時間：３６０時間以内

※特別な場合でも
１か月１００時間未満、
１年間７２０時間以内、
連続する複数月の平均８０時間以内、
１か月４５時間を超える月は年間６か月まで



(4) 変形労働時間制

【義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する

条例の一部を改正する条例】（令和２年12月公布）

○目的

長期休業期間において、一定期間のまとまった休日を確保し、教

員のリフレッシュ時間を確保することで、児童生徒に対して効果的

な教育を行うことに資するとともに、教職の魅力向上につなげるこ

と
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(4) 変形労働時間制

【義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の
一部を改正する条例】（令和２年12月公布）

第九条（一年単位の週休日及び勤務時間の割振りの特例）

教育委員会は、義務教育諸学校等の教育職員のうち、公務の運営上の事

情により特別の形態によつて勤務する必要のあるものについては、学校教

育法施行令第二十九条第一項の規定により教育委員会が定める学校の夏季、

冬季、学年末等における休業日等の期間（以下「長期休業期間等」とい

う。）において当該義務教育諸学校等の教育職員の勤務時間を割り振らな

い日を連続して設けることを目的とする場合に限り、勤務時間条例第二条

及び第三条の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、

週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。）及び勤務時間の

割振りを別に定めることができる。
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２ 学校が担ってきた業務の法的根拠

【新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための

学校における働き方改革に関する総合的な方策について（答申）】

※ 基本的には学校以外が担うべき業務

① 登下校に関する対応

② 放課後から夜間などにおける見回り、児童生徒が補導されたとき

の対応

③ 学校徴収金の徴収・管理

④ 地域ボランティアとの連絡調整

※ 学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務

⑤ 調査・統計等への回答等

⑥ 児童生徒の休み時間における対応

⑦ 校内清掃

⑧ 部活動



２ 学校が担ってきた業務の法的根拠

【新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための

学校における働き方改革に関する総合的な方策について（答申）】

※ 教師の業務だが、負担軽減が可能な業務

⑨ 給食時の対応

⑩ 授業準備

⑪ 学習評価や成績処理

⑫ 学校行事等の準備・運営

⑬ 進路指導

⑭ 支援が必要な児童生徒・家庭への対応



２ 学校が担ってきた業務の法的根拠

【新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための

学校における働き方改革に関する総合的な方策について（答申）】

(1) 基本的には学校以外が担うべき業務

① 登下校に関する対応

【学校保健安全法】

第二十七条（学校安全計画の策定等）

学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の

施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活

その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校

における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなけ

ればならない。



２ 学校が担ってきた業務の法的根拠

【新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための

学校における働き方改革に関する総合的な方策について（答申）】

(1) 基本的には学校以外が担うべき業務

① 登下校に関する対応

【学校保健安全法】

第三十条（地域の関係機関等との連携）

学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、児童生徒等

の保護者との連携を図るとともに、当該学校が所在する地域の実情に

応じて、当該地域を管轄する警察署その他の関係機関、地域の安全を

確保するための活動を行う団体その他の関係団体、当該地域の住民そ

の他の関係者との連携を図るよう努めるものとする。
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